
長門市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の概要について 

 

１． 計画の改定の背景 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定。 

令和２年以降の新型コロナウイルス感染症の対応で露呈した構造的課題（平時の備え、対策の硬直性）を克

服するため、政府行動計画が約 10 年ぶりに抜本的に改定されることとなった。これを受け、山口県でも改定

が行われ、本市も県計画に基づき、整合性を図りながら、地域の実情に合わせて改定を実施する。 

 

 

２． 計画の目的（２つの柱） 

１） 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。 

２） 感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとり、市民生活及び地域経済への影響を最小限に抑える。 

 

３． 市行動計画改定のポイント 

１） 平時からの備えを充実 

➢ 対策時期を「準備期」「初動期」「対応期」の３期で明確化し、準備期の責務を明確化。 

 

２） 対策項目の拡充かつ機動的な対策の切替 

➢ 新型コロナ対応で特に重要性が増した実務を独立項目とし、これまでの感染対策に加え、社会全体

の機能維持まで視野にいれる。（政府・県：対策項目６項目から１３項目） 

➢ 市行動計画では、政府の 13項目から市に実行責任がある 7項目に集約・拡充し実効性を高める。 

   

３） 情報発信の強化 

➢ 危機時の情報の錯綜や社会的混乱に対応するため、情報発信の基盤を強化。 

双方のコミュニケーションの整備：行政からの発信だけでなく、市民や関係機関からの意見、情報を反映

しながら情報発信する仕組みを整備する。 

偽情報・差別防止の徹底：感染拡大時には、正確で一貫した情報を迅速に届けるとともに、偏見や誤情報

の拡散を防止する啓発を強化する。 




